
社
債
等
登
録
法
施
行
規
則
及
び
信
託
会
社
が
信
託
財
産
と
し
て
所
有
す
る
登
録
社
債
等
の
登
録
方
法
等
に
関
す
る
命
令

を
廃
止
す
る
命
令

次
に
掲
げ
る
命
令
は
、
廃
止
す
る
。

大
蔵
省

一

社
債
等
登
録
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
七
年

令
第
一
号
）

司
法
省

内
閣
府

二

信
託
会
社
が
信
託
財
産
と
し
て
所
有
す
る
登
録
社
債
等
の
登
録
方
法
等
に
関
す
る
命
令
（
平
成
十
三
年

令
第
一
号)

法
務
省

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

（
略
）

（
社
債
等
登
録
法
施
行
規
則
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

証
券
決
済
制
度
等
の
改
革
に
よ
る
証
券
市
場
の
整
備
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
三
条
に

規
定
す
る
登
録
社
債
等
（
附
則
第
四
条
に
お
い
て
「
既
登
録
社
債
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
命
令
に
よ
る
廃
止

前
の
社
債
等
登
録
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
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を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
規
則
第
五
十
六
条
中
「
次
ノ
各
号
ニ
掲
グ
ル
」
と
あ
る
の
は
「
四
月
一
日
ヨ
リ
翌
年

三
月
三
十
一
日
迄
ノ
」
と
、
「
当
該
各
号
ニ
定
ム
ル
日
迄
ニ
」
と
あ
る
の
は
「
翌
年
四
月
二
十
日
迄
ニ
」
と
す
る
。

（
社
債
等
登
録
法
廃
止
時
に
登
録
が
既
に
終
了
し
て
い
る
社
債
に
係
る
経
過
措
置
）

第
三
条

証
券
決
済
制
度
等
の
改
革
に
よ
る
証
券
市
場
の
整
備
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う

関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第

号
）
附
則
第
三
条
の
社
債
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
第
一

条
、
第
十
七
条
、
第
十
七
条
の
二
、
第
十
九
条
及
び
附
則
第
二
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
信
託
会
社
が
信
託
財
産
と
し
て
所
有
す
る
登
録
社
債
等
の
登
録
方
法
等
に
関
す
る
命
令
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

既
登
録
社
債
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
命
令
に
よ
る
廃
止
前
の
信
託
会
社
が
信
託
財
産
と
し
て
所
有
す
る
登
録
社
債
等

の
登
録
方
法
等
に
関
す
る
命
令
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
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